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申請書に登録希望日（提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日） 

を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。 

したがって、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録希望日から課税事

業者となり、登録を受けるに当たり、課税選択届出書を提出する必要はありません。 

また、税務署長による登録が完了した日が登録希望日後となった場合であっても、登

録希望日に登録を受けたものとみなされます。 

なお、この経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準

期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費

税の申告が必要となります。 

 （注）１ この経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和５年10月１日を

含まない場合は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後２年を

経過する日の属する課税期間までの各課税期間については免税事業者となるこ

とはできません。 

    ２ この経過措置の適用を受けない課税期間に登録を受ける場合については、原

則どおり、課税選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。 

なお、免税事業者が課税事業者となることを選択した課税期間の初日から登

録を受けようとする場合は、その課税期間の初日から起算して15日前の日まで

に、登録申請書を提出しなければなりません。 

 

 

 

（簡易課税制度を選択する場合の手続等） 

問６ 免税事業者が令和５年10月１日から令和11年９月30日までの日の属する課税期間中

に登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者になるとのことですが、そ

の課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができますか。 

【答】  

  簡易課税制度は、課税期間の基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、原則と

して、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届

出書」を提出している場合に適用することができます（簡易課税制度の選択は任意で

す。）。 

免税事業者が令和５年10月１日から令和11年９月30日までの日の属する課税期間中

に登録を受けることとなった場合には、登録日（令和５年10月１日より前に登録の通知

を受けた場合であっても、登録の効力は登録日から生じます。）から課税事業者となる

経過措置が設けられています。 

この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間か

ら簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納

税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易

課税制度選択届出書を提出したものとみなされます。 

したがって、ご質問の場合、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税
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制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することに

より、その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができます。 

 
《消費税簡易課税制度選択届出書の提出》 

  （例） 免税事業者である個人事業者が令和５年10月１日から登録を受けた場合で、令和５年

分の申告において簡易課税制度の適用を受けるとき 
 

          

   

免税事業者 免税事業者 

適格請求書 

発行事業者 

（課税事業者） 

適格請求書発行事業者 

（課税事業者） 

 

 

 

 

 

 

 

（登録申請から登録通知までの期間） 

問７ 登録申請書を提出してから登録の通知を受けるまでにどの程度の期間がかかります

か。 

【答】  

登録申請書を提出してから登録の通知を受けるまでの期間については、登録申請書の

提出状況などにより異なります。 

現時点における登録申請書の提出から登録通知までに要する期間の目安については、

インボイス制度特設サイト内「適格請求書発行事業者の登録件数及び登録申請書の処理

期間について」をご確認ください。 

 

登録申請書をe-Taxで提出し、登録通知を電子データで受け取ることを希望される場

合は、事前にメールアドレスを登録すると、登録したメールアドレス宛に、登録通知が

「通知書等一覧」に格納されたことをお知らせするメールが送信され、すぐに登録通知

を確認できますので、ぜひご利用ください。 

メールアドレスの登録方法については、インボイス制度特設サイト内「申請手続」に

掲載されている「メールアドレス・宛名登録マニュアルe-Taxソフト（WEB版）ver.」

をご参照ください。 

 

なお、インボイス制度特設サイトに「適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当

たりご注意いただきたい事項」も掲載しておりますので、ご覧ください。 

令和６年分 令和５年分 令和４年分 

登録日 

(令和５年10月１日) 

消費税簡易
課税制度 
選択届出書 

消費税簡易課税制度選択届出書提出 

(令和５年12月31日までに提出) 

※令和５年分から適用する旨を記載 

提出期間 

 

簡易課税制度の適用 


